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「第２２回愛媛県小学生人権メッセージコンテスト」今治地区大会実施要領 

 

１ 主 催 

松山地方法務局今治支局、今治人権擁護委員協議会 

 

２ 後 援 

今治地域人権啓発活動ネットワーク協議会 

 

３ 趣 旨 

次代を担う小学生が人権問題についてメッセージを書くことによって、人

権尊重の重要性、必要性についての理解を深めるとともに豊かな人権感覚を

身に付けること、及び入賞作品を国民に周知広報することによって、広く一

般に人権尊重思想を根付かせることを目的とする。 

 

４ 応募規定 

(1) 対 象 

今治市、越智郡上島町内の小学校及び特別支援学校の小学部に在学する

４学年以上の児童並びに外国人学校に在学する者で小学校４学年以上に準

ずる児童 

(2) メッセージの内容 

「人権尊重」、「自由平等」、「平和」、「思いやり」、「友達」、

「友情」等、日常の家庭生活、学校生活、グループ活動又は地域社会との

関わりなどの中で得た体験を通じて、人権を守ることの大切さや必要性に

ついて『誰かに伝えたいこと』などを題材としたものとする。 

(3) 応募原稿の様式 

原稿用紙は、別途配布する専用用紙（小学生人権メッセージコンテスト

原稿用紙）又は適宜の様式（４００字詰原稿用紙等）とする。 

提出するメッセージについては、手書き、パソコン等で作成したものい

ずれも可とする。 

学校名、氏名、題名を除き、２００字以内とする。 

外国語でメッセージを作成した場合又は視覚に障害があり、点字若しく

は録音テープでメッセージを作成した場合には、それぞれ２００字以内の

翻訳文、墨字又は反訳文を付するものとする。 

なお、２００字を超えた場合は、審査の対象とならない。 

(4) その他 

メッセージの創作に当たっては、上記３の趣旨及び(2)の内容に沿った

ものとすること。 

特に、以下の点に注意すること。 
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ア 応募作品は、未発表のものに限る。 

※ 未発表とは、他のコンテスト等に応募していないこと、又は作品集

・ホームページ等で一般に公表されていないことをいう。 

イ 盗作や不適切な引用等、既に発表済の著作物を不正に利用した作品を

提出したものと認められた場合は、審査の対象とならない。 

ウ 生成ＡＩの利活用等により自己の体験等や考察に基づくことなく創作

した文章を自己の作品として提出したものと認められた場合は、審査の

対象とならない。 

 

５ 応募方法 

(1) 推薦基準等 

各小学校等は、学校に提出のあった作品の中から代表作品を選出し、代

表作品の原本（原則原本とするが、やむを得ない事情がある場合はコピー

でも可）を別紙「今治地区大会応募作品送付書」とともに、下記(3)の送

付先に提出するものとする。 

なお、各小学校等から地区大会に提出できる作品の数は、各校における

応募作品数（学校に提出のあった作品数）により、次のとおりとする。 

〔総応募作品数〕              〔応募作品数〕 
１００編以下の場合               １編以内 

１０１編以上２００編以下の場合         ２編以内 

２０１編以上                  ３編以内 

(2) 応募締切日 

令和８年９月４日（金）松山地方法務局今治支局必着 

(3) 送付先及び連絡先 

〒７９４－００４２ 今治市旭町一丁目３番地３ 

松山地方法務局今治支局（担当：別府） 

℡０８９８－２２－０８５５ 

 

６ 表 彰 等 

(1) 審査会 

今治地区大会審査会における審査により、各学校から提出された作品の

中から最優秀賞、優秀賞及び奨励賞の各賞を決定する（最優秀賞（１編程

度）、優秀賞（４編程度）、奨励賞（若干編））。 

(2) 表彰状及び副賞 

入賞者には表彰状及び副賞を授与する。 

(3) 入賞発表 

審査会終了後に、各学校に審査結果を通知するものとする。 

なお、入賞作品の応募者に対しては、所属校を経由して通知するものと



 - 3 - 

する。 

(4) 参加賞 

応募者全員に参加賞を贈呈する。 

 

７ 愛媛県大会への推薦 

地区大会主催者は、「第２２回愛媛県小学生人権メッセージコンテスト」

実施要領（松山地方法務局ホームページに掲載）に基づき、入賞作品の一部

を愛媛県大会に推薦するものとする。 

なお、令和８年１２月に、愛媛県大会の表彰式を行う予定である。 

 

８ 応募に当たっての注意事項等 

(1) 応募作品は、返却しない。 

(2) 応募作品の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び

第２８条に規定する権利を含む。）は、主催者に帰属するものとする。 

(3) 応募者の個人情報は、応募作品の審査や本コンテストに関する連絡のた

め、必要な範囲でのみ使用する。 

(4) 入賞作品については、応募者及びその保護者の同意を得た上で、一般に

公表することを予定しているので、公表を希望しない作品については応募

することができない。 

また、作品中に登場する人物（応募者本人以外の第三者〔親族を含

む。〕）について、個人の特定が可能であると認められる場合に、当該個

人から作品を公表することについての承諾が得られないときも同様とする。 

・公表部分：学校名、学年、氏名（下記(5)の場合を除く。）、題名及

び本文 

・公表方法：法務局ホームページ、作品集・ポスターへの掲載、新聞、

自治体広報紙、テレビ・ラジオによる報道等（予定） 

(5) 作品の公表に当たって、応募者の意向に応じて、「学校名」、「学年」、

「氏名」を非公表とすることがある。 

(6) 作品の公表に当たっては、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正する

ことがある。 

(7) 応募作品について、転載等を希望する場合は、事前に上記５(3)の連絡

先に連絡する。 





別紙

学　年 氏　名（ふりがな）

非公表希望（以下の番号を記載）
①全て公表可
②氏名のみ非公表
③学年及び氏名を非公表
④学校名、学年及び氏名を非公表

1

2

3

4

5

作　品　名（ふりがな）

「第２２回愛媛県小学生人権メッセージコンテスト」今治地区大会
応　　募　　作　　品　　送　　付　　書

学校名: 担当教諭名:

学校長名: 電話番号:

応募作品数: FAX番号:
※学校に提出のあった全作品数を記載

メールアドレス:

応募作品一覧表
（※法務局宛てに送付される全ての作品について、作品名、学年、氏名等を記載してください。
　　作者氏名は、入賞した際の賞状の作成に利用しますので、俗字等字体に注意し、記載してください。）

※本送付書は、松山地方法務局のホームページ（https://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/）から
ダウンロード可能です。
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